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海
　
亀

海亀に関する決議

海亀に関しては、海鳥やサメのような行動計画は定められていませんが、いくつかの地域漁

業管理機関において、その保護について決議が行われていますので、その内容と取り扱い上

のポイントを整理しました。
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地
域
漁
業
管
理
機
関

決
議
等

対
象
漁
船

国
内

措
置
内
容

措
置
の
根
拠

対
象
漁
業

中
西
部
大
平
洋
ま
ぐ

ろ
類
保
存
委
員
会

（
W
C
P
FC
)

○
�全
て
の
浅
縄
操
業
船
（
※
1）
は
、（
i）
大
型
ね
む
り
鈎
（
ひ
ね
り
が
10
度

　
以
下
（
※
2）
）、
（
ii）
餌
魚
（
欠
損
又
は
切
断
し
て
い
な
い
も
の
）、
又
は

　（
iii
）
そ
の
他
、
委
員
会
で
承
認
さ
れ
た
措
置
、
の
い
ず
れ
か
の
使
用
義
務
。�

　（
※
1）
一
般
的
に
は
、
大
半
の
は
え
縄
釣
り
針
の
設
置
水
深
が
10
0m
未
満

　
の
漁
船
を
指
す
が
、
加
盟
国
が
定
義
を
行
う
。

　（
※
2）
形
状
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
に
は
円
形
又
は
楕
円
形
で
あ
っ
て
、

　
鈎
先
が
鈎
軸
に
対
し
て
垂
直
と
な
っ
て
い
る
も
の
を
指
す
が
、
加
盟
国
が

　
定
義
を
行
う
。

　【
保
存
管
理
措
置
20
18
-0
4,
7a
】

は
え
縄
漁
船

隣
接
す
る
浮
玉
間
の
鈎
の
数
が
５
以
下
で
あ

る
浮
き
は
え
縄
を
使
用
し
て
操
業
す
る
場

合
、
以
下
の
措
置
の
う
ち
い
ず
れ
か
を
使
用

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ⅰ
）
ね
む
り
鈎
（
形
状
が
円
形
又
は
楕
円

形
で
あ
っ
て
、
鈎
先
が
鈎
軸
に
対
し
て
垂
直

で
あ
り
、
ひ
ね
り
が
10
度
以
下
。）

（
ⅱ
）
餌
魚
（
欠
損
又
は
切
断
し
て
い
な
い

も
の
。）

【
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
】

●
平
成
26
年
７
月
１
日
農
林
水
産
省
告
示
第

86
7
号
（
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関

す
る
省
令
第
五
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
く
農

林
水
産
大
臣
が
定
め
る
海
域
及
び
漁
具
に
関

す
る
制
限
）

【
沿
岸
ま
ぐ
ろ
は
え
縄
漁
業
】

●
令
和
2
年
11
月
16
日
農
林
水
産
省
告
示
第

22
38
号
（
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に

関
す
る
省
令
第
八
十
条
の
農
林
水
産
大
臣
が

定
め
る
沿
岸
ま
ぐ
ろ
は
え
縄
漁
業
に
係
る
漁

具
に
関
す
る
制
限
）

●
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業

●
沿
岸
ま
ぐ
ろ
は
え
縄
漁
業

○
ラ
イ
ン
カ
ッ
タ
ー
及
び
針
は
ず
し
の
保
持
・
使
用
（
は
え
縄
漁
船
）

○
た
も
網
の
保
持
・
使
用
（
は
え
縄
漁
船
、
ま
き
網
漁
船
）

○
遭
遇
情
報
の
記
録
・
報
告

　
【保
存
管
理
措
置
20
18
-0
4,
�パ
ラ
2,
�パ
ラ
5a
,�b
,�パ
ラ
6,
�パ
ラ
7】

全
漁
船

①
地
域
漁
業
管
理
機
関
の
決
定
に
基
づ
き
、

ラ
イ
ン
カ
ッ
タ
ー
、
針
は
ず
し
及
び
た
も
網

を
船
上
に
備
え
付
け
、
海
亀
が
捕
獲
さ
れ
た

場
合
あ
る
い
は
縄
に
絡
ま
っ
た
場
合
は
、
必

要
に
応
じ
て
こ
れ
ら
の
器
具
を
使
用
し
、
速

や
か
に
放
流
す
る
こ
と
。

②
操
業
日
誌
へ
の
記
録

①
水
産
庁
資
源
管
理
部
長
通
知
（
中
西
部
太
平

洋
条
約
海
域
に
お
け
る
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業

者
の
操
業
遵
守
事
項
に
つ
い
て
、
小
型
又
は
近

海
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者
の
操
業
遵
守
事
項

に
つ
い
て
、
海
外
ま
き
網
漁
業
者
の
操
業
遵
守

事
項
に
つ
い
て
）

②
許
可
省
令
26
条

●
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業

●
沿
岸
ま
ぐ
ろ
は
え
縄
漁
業

●
大
中
型
ま
き
網
漁
業

全
米
熱
帯
ま
ぐ
ろ
類
委

員
会
（
IA
TT
C
）

○
�全
て
の
浅
縄
操
業
船
（
※
1）
は
、（
i）
大
型
サ
ー
ク
ル
フ
ッ
ク
（
※
2）
、�

（
ii）
餌
魚
、
又
は
（
iii
）
そ
の
他
、
委
員
会
で
承
認
さ
れ
た
措
置
、
の
う
ち
少

な
く
と
も
一
つ
の
混
獲
回
避
措
置
の
使
用
義
務
。�

（
※
1）
大
半
の
は
え
縄
釣
り
針
の
設
置
水
深
が
10
0m
未
満
の
は
え
縄
の
操

業
を
行
う
漁
船
を
指
す
。

（
※
2）
大
型
の
サ
ー
ク
ル
フ
ッ
ク
は
、
鈎
先
が
鈎
軸
に
対
し
て
垂
直
で
あ
り
、

そ
の
形
状
が
円
形
又
は
楕
円
形
で
あ
っ
て
、
ひ
ね
り
が
10
度
以
下
で
あ
る
鈎

と
定
義
さ
れ
る
。

　【
決
議
C
-1
9-
04
,�パ
ラ
3d
】

は
え
縄
漁
船

隣
接
す
る
浮
玉
間
の
釣
り
針
の
数
が
12
以

下
で
あ
っ
て
、
枝
縄
間
の
距
離
が
40
メ
ー

ト
ル
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
枝
縄
の
長
さ
が

20
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
場
合
、
以
下
の

措
置
の
う
ち
い
ず
れ
か
を
使
用
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
ⅰ
）
ね
む
り
鈎
（
形
状
が
円
形
又
は
楕
円

形
で
あ
っ
て
、
鈎
先
が
鈎
軸
に
対
し
て
垂
直

で
あ
り
、
ひ
ね
り
が
10
度
以
下
。）

（
ⅱ
）
餌
魚

【
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
】

●
平
成
26
年
７
月
１
日
農
林
水
産
省
告
示
第

86
7
号
（
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関

す
る
省
令
第
五
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
く
農

林
水
産
大
臣
が
定
め
る
海
域
及
び
漁
具
に
関

す
る
制
限
）

●
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業

○
�海
亀
類
と
の
遭
遇
情
報
の
収
集
及
び
報
告
の
奨
励

　【
決
議
�C
-0
4-
07
,パ
ラ
3】

○
�は
え
縄
漁
船
に
つ
い
て
、
必
要
な
放
流
器
具
（
ラ
イ
ン
カ
ッ
タ
ー
、
針
は
ず
し
、

た
も
網
な
ど
）
の
保
持
及
び
使
用

　【
決
議
C
-0
7-
03
,�パ
ラ
A
1】
�【
決
議
�C
-1
9-
04
,�パ
ラ
3a
】

全
漁
船

①
地
域
漁
業
管
理
機
関
の
決
定
に
基
づ
き
、

ラ
イ
ン
カ
ッ
タ
ー
、
針
は
ず
し
及
び
た
も
網

を
船
上
に
備
え
付
け
、
海
亀
が
捕
獲
さ
れ
た

場
合
あ
る
い
は
縄
に
絡
ま
っ
た
場
合
は
、
必

要
に
応
じ
て
こ
れ
ら
の
器
具
を
使
用
し
、
速

や
か
に
放
流
す
る
こ
と
。

②
操
業
日
誌
へ
の
記
録

①
水
産
庁
資
源
管
理
部
長
通
知
（
東
部
太
平
洋

条
約
海
域
に
お
け
る
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者

の
操
業
遵
守
事
項
に
つ
い
て
）

②
許
可
省
令
26
条

●
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業

イ
ン
ド
洋
ま
ぐ
ろ
類
委

員
会
（
IO
TC
）

○
�適
切
な
放
流
器
具
（
は
え
縄
漁
船
に
つ
い
て
は
、
特
に
ラ
イ
ン
カ
ッ
タ
ー

　
及
び
針
は
ず
し
。
ま
き
網
漁
船
に
つ
い
て
は
、
特
に
た
も
網
。）
の
保
持
及
び

　
使
用
【
決
議
12
/0
4,
�パ
ラ
8】

○
�海
亀
類
と
の
遭
遇
情
報
の
収
集
及
び
報
告
【
決
議
12
/0
4,
�パ
ラ
8】

全
漁
船

①
水
産
庁
資
源
管
理
部
長
通
知
（
イ
ン
ド
洋
協

定
海
域
に
お
け
る
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者
の

操
業
遵
守
事
項
に
つ
い
て
、
海
外
ま
き
網
漁
業

者
の
操
業
遵
守
事
項
に
つ
い
て
）

②
許
可
省
令
26
条

●
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業

●
大
中
型
ま
き
網
漁
業

大
西
洋
ま
ぐ
ろ
類
保
存

国
際
委
員
会
（
IC
C
A
T）

○
�浅
縄
操
業
船
（
※
1）
を
対
象
に
、（
i）
大
型
サ
ー
ク
ル
フ
ッ
ク
（
※
2）
、�

（
ii）
魚
餌
、
又
は
（
iii
）
そ
の
他
、
委
員
会
で
承
認
さ
れ
た
措
置
、
の
う
ち
少

な
く
と
も
一
つ
の
混
獲
回
避
措
置
の
使
用
義
務
。

（
※
1）
原
則
、
過
半
数
の
釣
針
の
敷
設
深
度
が
10
0m
未
満
の
は
え
縄
操
業
を

行
う
漁
船
を
指
す
。

（
※
2）
鈎
先
が
鈎
軸
に
対
し
て
垂
直
で
あ
り
、
そ
の
形
状
が
円
形
又
は
楕
円
形

で
あ
る
鈎
と
定
義
さ
れ
る
。

は
え
縄
漁
船

隣
接
す
る
浮
玉
間
の
鈎
の
数
が
12
以
下
で

あ
っ
て
、
枝
縄
間
の
距
離
が
40
メ
ー
ト
ル

未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
枝
縄
の
長
さ
が
20

メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
掲

げ
る
漁
具
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
漁
具
を
使
用

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ
　
ね
む
り
鈎
(円
形
又
は
楕
円
形
で
あ
っ

て
鈎
先
が
鈎
軸
に
対
し
て
垂
直
で
あ
り
、
ひ

ね
り
が
10
度
以
下
。
)

ロ
　
魚
餌

【
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
】

●
平
成
26
年
７
月
１
日
農
林
水
産
省
告
示
第

86
7
号
（
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関

す
る
省
令
第
五
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
く
農

林
水
産
大
臣
が
定
め
る
海
域
及
び
漁
具
に
関

す
る
制
限
）

●
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業

○
�適
切
な
放
流
器
具
（
針
外
し
、
ラ
イ
ン
カ
ッ
タ
ー
、
バ
ス
ケ
ッ
ト
リ
フ
ト
及
び

た
も
網
）
の
保
持
及
び
使
用
。

　【
勧
告
22
/1
2�
パ
ラ
2】

全
漁
船

①
地
域
漁
業
管
理
機
関
の
決
定
に
基
づ
き
、

ラ
イ
ン
カ
ッ
タ
ー
、
針
は
ず
し
及
び
た
も
網

を
船
上
に
備
え
付
け
、
海
亀
が
捕
獲
さ
れ
た

場
合
あ
る
い
は
縄
に
絡
ま
っ
た
場
合
は
、
必

要
に
応
じ
て
こ
れ
ら
の
器
具
を
使
用
し
、
速

や
か
に
放
流
す
る
こ
と
。

②
操
業
日
誌
へ
の
記
録

水
産
庁
資
源
管
理
部
長
通
知
（
大
西
洋
条
約
海

域
に
お
け
る
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者
の
操
業

遵
守
事
項
に
つ
い
て
）

●
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業

み
な
み
ま
ぐ
ろ
保
存
委

員
会
（
C
C
S
B
T)

各
地
域
漁
業
管
理
機
関
（
IO
TC
、
W
C
P
FC
、
IC
C
A
T）
の
条
約
水
域
内
で
操
業

を
行
う
場
合
は
、
該
当
す
る
地
域
漁
業
管
理
機
関
で
定
め
ら
れ
る
生
態
学
的
関
連

種
に
関
す
る
措
置
に
従
う
。

【
み
な
み
ま
ぐ
ろ
を
対
象
と
す
る
漁
業
の
生
態
学
的
関
連
種
へ
の
影
響
を
緩
和
す

る
た
め
の
勧
告
】

明
記
さ
れ
て

い
な
い
。

【
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
】

●
平
成
26
年
７
月
１
日
農
林
水
産
省
告
示
第

86
7
号
（
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す

る
省
令
第
五
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
く
農
林
水

産
大
臣
が
定
め
る
海
域
及
び
漁
具
に
関
す
る
制

限
）

●
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業

各
地
域
漁
業
管
理
機
関
に
お
け
る
海
亀
類
の
保
護
に
関
す
る
決
議
等



− 71 −

海
　
亀

地
域
漁
業
管
理
機
関

決
議
等

対
象
漁
船

国
内

措
置
内
容

措
置
の
根
拠

対
象
漁
業

中
西
部
大
平
洋
ま
ぐ

ろ
類
保
存
委
員
会

（
W
C
P
FC
)

○
�全
て
の
浅
縄
操
業
船
（
※
1）
は
、（
i）
大
型
ね
む
り
鈎
（
ひ
ね
り
が
10
度

　
以
下
（
※
2）
）、
（
ii）
餌
魚
（
欠
損
又
は
切
断
し
て
い
な
い
も
の
）、
又
は

　（
iii
）
そ
の
他
、
委
員
会
で
承
認
さ
れ
た
措
置
、
の
い
ず
れ
か
の
使
用
義
務
。�

　（
※
1）
一
般
的
に
は
、
大
半
の
は
え
縄
釣
り
針
の
設
置
水
深
が
10
0m
未
満

　
の
漁
船
を
指
す
が
、
加
盟
国
が
定
義
を
行
う
。

　（
※
2）
形
状
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
に
は
円
形
又
は
楕
円
形
で
あ
っ
て
、

　
鈎
先
が
鈎
軸
に
対
し
て
垂
直
と
な
っ
て
い
る
も
の
を
指
す
が
、
加
盟
国
が

　
定
義
を
行
う
。

　【
保
存
管
理
措
置
20
18
-0
4,
7a
】

は
え
縄
漁
船

隣
接
す
る
浮
玉
間
の
鈎
の
数
が
５
以
下
で
あ

る
浮
き
は
え
縄
を
使
用
し
て
操
業
す
る
場

合
、
以
下
の
措
置
の
う
ち
い
ず
れ
か
を
使
用

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ⅰ
）
ね
む
り
鈎
（
形
状
が
円
形
又
は
楕
円

形
で
あ
っ
て
、
鈎
先
が
鈎
軸
に
対
し
て
垂
直

で
あ
り
、
ひ
ね
り
が
10
度
以
下
。）

（
ⅱ
）
餌
魚
（
欠
損
又
は
切
断
し
て
い
な
い

も
の
。）

【
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
】

●
平
成
26
年
７
月
１
日
農
林
水
産
省
告
示
第

86
7
号
（
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関

す
る
省
令
第
五
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
く
農

林
水
産
大
臣
が
定
め
る
海
域
及
び
漁
具
に
関

す
る
制
限
）

【
沿
岸
ま
ぐ
ろ
は
え
縄
漁
業
】

●
令
和
2
年
11
月
16
日
農
林
水
産
省
告
示
第

22
38
号
（
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に

関
す
る
省
令
第
八
十
条
の
農
林
水
産
大
臣
が

定
め
る
沿
岸
ま
ぐ
ろ
は
え
縄
漁
業
に
係
る
漁

具
に
関
す
る
制
限
）

●
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業

●
沿
岸
ま
ぐ
ろ
は
え
縄
漁
業

○
ラ
イ
ン
カ
ッ
タ
ー
及
び
針
は
ず
し
の
保
持
・
使
用
（
は
え
縄
漁
船
）

○
た
も
網
の
保
持
・
使
用
（
は
え
縄
漁
船
、
ま
き
網
漁
船
）

○
遭
遇
情
報
の
記
録
・
報
告

　
【保
存
管
理
措
置
20
18
-0
4,
�パ
ラ
2,
�パ
ラ
5a
,�b
,�パ
ラ
6,
�パ
ラ
7】

全
漁
船

①
地
域
漁
業
管
理
機
関
の
決
定
に
基
づ
き
、

ラ
イ
ン
カ
ッ
タ
ー
、
針
は
ず
し
及
び
た
も
網

を
船
上
に
備
え
付
け
、
海
亀
が
捕
獲
さ
れ
た

場
合
あ
る
い
は
縄
に
絡
ま
っ
た
場
合
は
、
必

要
に
応
じ
て
こ
れ
ら
の
器
具
を
使
用
し
、
速

や
か
に
放
流
す
る
こ
と
。

②
操
業
日
誌
へ
の
記
録

①
水
産
庁
資
源
管
理
部
長
通
知
（
中
西
部
太
平

洋
条
約
海
域
に
お
け
る
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業

者
の
操
業
遵
守
事
項
に
つ
い
て
、
小
型
又
は
近

海
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者
の
操
業
遵
守
事
項

に
つ
い
て
、
海
外
ま
き
網
漁
業
者
の
操
業
遵
守

事
項
に
つ
い
て
）

②
許
可
省
令
26
条

●
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業

●
沿
岸
ま
ぐ
ろ
は
え
縄
漁
業

●
大
中
型
ま
き
網
漁
業

全
米
熱
帯
ま
ぐ
ろ
類
委

員
会
（
IA
TT
C
）

○
�全
て
の
浅
縄
操
業
船
（
※
1）
は
、（
i）
大
型
サ
ー
ク
ル
フ
ッ
ク
（
※
2）
、�

（
ii）
餌
魚
、
又
は
（
iii
）
そ
の
他
、
委
員
会
で
承
認
さ
れ
た
措
置
、
の
う
ち
少

な
く
と
も
一
つ
の
混
獲
回
避
措
置
の
使
用
義
務
。�

（
※
1）
大
半
の
は
え
縄
釣
り
針
の
設
置
水
深
が
10
0m
未
満
の
は
え
縄
の
操

業
を
行
う
漁
船
を
指
す
。

（
※
2）
大
型
の
サ
ー
ク
ル
フ
ッ
ク
は
、
鈎
先
が
鈎
軸
に
対
し
て
垂
直
で
あ
り
、

そ
の
形
状
が
円
形
又
は
楕
円
形
で
あ
っ
て
、
ひ
ね
り
が
10
度
以
下
で
あ
る
鈎

と
定
義
さ
れ
る
。

　【
決
議
C
-1
9-
04
,�パ
ラ
3d
】

は
え
縄
漁
船

隣
接
す
る
浮
玉
間
の
釣
り
針
の
数
が
12
以

下
で
あ
っ
て
、
枝
縄
間
の
距
離
が
40
メ
ー

ト
ル
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
枝
縄
の
長
さ
が

20
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
場
合
、
以
下
の

措
置
の
う
ち
い
ず
れ
か
を
使
用
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
ⅰ
）
ね
む
り
鈎
（
形
状
が
円
形
又
は
楕
円

形
で
あ
っ
て
、
鈎
先
が
鈎
軸
に
対
し
て
垂
直

で
あ
り
、
ひ
ね
り
が
10
度
以
下
。）

（
ⅱ
）
餌
魚

【
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
】

●
平
成
26
年
７
月
１
日
農
林
水
産
省
告
示
第

86
7
号
（
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関

す
る
省
令
第
五
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
く
農

林
水
産
大
臣
が
定
め
る
海
域
及
び
漁
具
に
関

す
る
制
限
）

●
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業

○
�海
亀
類
と
の
遭
遇
情
報
の
収
集
及
び
報
告
の
奨
励

　【
決
議
�C
-0
4-
07
,パ
ラ
3】

○
�は
え
縄
漁
船
に
つ
い
て
、
必
要
な
放
流
器
具
（
ラ
イ
ン
カ
ッ
タ
ー
、
針
は
ず
し
、

た
も
網
な
ど
）
の
保
持
及
び
使
用

　【
決
議
C
-0
7-
03
,�パ
ラ
A
1】
�【
決
議
�C
-1
9-
04
,�パ
ラ
3a
】

全
漁
船

①
地
域
漁
業
管
理
機
関
の
決
定
に
基
づ
き
、

ラ
イ
ン
カ
ッ
タ
ー
、
針
は
ず
し
及
び
た
も
網

を
船
上
に
備
え
付
け
、
海
亀
が
捕
獲
さ
れ
た

場
合
あ
る
い
は
縄
に
絡
ま
っ
た
場
合
は
、
必

要
に
応
じ
て
こ
れ
ら
の
器
具
を
使
用
し
、
速

や
か
に
放
流
す
る
こ
と
。

②
操
業
日
誌
へ
の
記
録

①
水
産
庁
資
源
管
理
部
長
通
知
（
東
部
太
平
洋

条
約
海
域
に
お
け
る
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者

の
操
業
遵
守
事
項
に
つ
い
て
）

②
許
可
省
令
26
条

●
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業

イ
ン
ド
洋
ま
ぐ
ろ
類
委

員
会
（
IO
TC
）

○
�適
切
な
放
流
器
具
（
は
え
縄
漁
船
に
つ
い
て
は
、
特
に
ラ
イ
ン
カ
ッ
タ
ー

　
及
び
針
は
ず
し
。
ま
き
網
漁
船
に
つ
い
て
は
、
特
に
た
も
網
。）
の
保
持
及
び

　
使
用
【
決
議
12
/0
4,
�パ
ラ
8】

○
�海
亀
類
と
の
遭
遇
情
報
の
収
集
及
び
報
告
【
決
議
12
/0
4,
�パ
ラ
8】

全
漁
船

①
水
産
庁
資
源
管
理
部
長
通
知
（
イ
ン
ド
洋
協

定
海
域
に
お
け
る
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者
の

操
業
遵
守
事
項
に
つ
い
て
、
海
外
ま
き
網
漁
業

者
の
操
業
遵
守
事
項
に
つ
い
て
）

②
許
可
省
令
26
条

●
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業

●
大
中
型
ま
き
網
漁
業

大
西
洋
ま
ぐ
ろ
類
保
存

国
際
委
員
会
（
IC
C
A
T）

○
�浅
縄
操
業
船
（
※
1）
を
対
象
に
、（
i）
大
型
サ
ー
ク
ル
フ
ッ
ク
（
※
2）
、�

（
ii）
魚
餌
、
又
は
（
iii
）
そ
の
他
、
委
員
会
で
承
認
さ
れ
た
措
置
、
の
う
ち
少

な
く
と
も
一
つ
の
混
獲
回
避
措
置
の
使
用
義
務
。

（
※
1）
原
則
、
過
半
数
の
釣
針
の
敷
設
深
度
が
10
0m
未
満
の
は
え
縄
操
業
を

行
う
漁
船
を
指
す
。

（
※
2）
鈎
先
が
鈎
軸
に
対
し
て
垂
直
で
あ
り
、
そ
の
形
状
が
円
形
又
は
楕
円
形

で
あ
る
鈎
と
定
義
さ
れ
る
。

は
え
縄
漁
船

隣
接
す
る
浮
玉
間
の
鈎
の
数
が
12
以
下
で

あ
っ
て
、
枝
縄
間
の
距
離
が
40
メ
ー
ト
ル

未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
枝
縄
の
長
さ
が
20

メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
掲

げ
る
漁
具
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
漁
具
を
使
用

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ
　
ね
む
り
鈎
(円
形
又
は
楕
円
形
で
あ
っ

て
鈎
先
が
鈎
軸
に
対
し
て
垂
直
で
あ
り
、
ひ

ね
り
が
10
度
以
下
。
)

ロ
　
魚
餌

【
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
】

●
平
成
26
年
７
月
１
日
農
林
水
産
省
告
示
第

86
7
号
（
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関

す
る
省
令
第
五
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
く
農

林
水
産
大
臣
が
定
め
る
海
域
及
び
漁
具
に
関

す
る
制
限
）

●
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業

○
�適
切
な
放
流
器
具
（
針
外
し
、
ラ
イ
ン
カ
ッ
タ
ー
、
バ
ス
ケ
ッ
ト
リ
フ
ト
及
び

た
も
網
）
の
保
持
及
び
使
用
。

　【
勧
告
22
/1
2�
パ
ラ
2】

全
漁
船

①
地
域
漁
業
管
理
機
関
の
決
定
に
基
づ
き
、

ラ
イ
ン
カ
ッ
タ
ー
、
針
は
ず
し
及
び
た
も
網

を
船
上
に
備
え
付
け
、
海
亀
が
捕
獲
さ
れ
た

場
合
あ
る
い
は
縄
に
絡
ま
っ
た
場
合
は
、
必

要
に
応
じ
て
こ
れ
ら
の
器
具
を
使
用
し
、
速

や
か
に
放
流
す
る
こ
と
。

②
操
業
日
誌
へ
の
記
録

水
産
庁
資
源
管
理
部
長
通
知
（
大
西
洋
条
約
海

域
に
お
け
る
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者
の
操
業

遵
守
事
項
に
つ
い
て
）

●
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業

み
な
み
ま
ぐ
ろ
保
存
委

員
会
（
C
C
S
B
T)

各
地
域
漁
業
管
理
機
関
（
IO
TC
、
W
C
P
FC
、
IC
C
A
T）
の
条
約
水
域
内
で
操
業

を
行
う
場
合
は
、
該
当
す
る
地
域
漁
業
管
理
機
関
で
定
め
ら
れ
る
生
態
学
的
関
連

種
に
関
す
る
措
置
に
従
う
。

【
み
な
み
ま
ぐ
ろ
を
対
象
と
す
る
漁
業
の
生
態
学
的
関
連
種
へ
の
影
響
を
緩
和
す

る
た
め
の
勧
告
】

明
記
さ
れ
て

い
な
い
。

【
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
】

●
平
成
26
年
７
月
１
日
農
林
水
産
省
告
示
第

86
7
号
（
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す

る
省
令
第
五
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
く
農
林
水

産
大
臣
が
定
め
る
海
域
及
び
漁
具
に
関
す
る
制

限
）

●
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
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